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こども性暴力防止法に基づく事業者情報の登録について（依頼）

　このことについて、令和６年６月に成立した、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第69号。以下「法」という。）が、本年12月25日に施行されます。
学校設置者等につきましては、法第４条に規定される犯罪事実確認などの措置が義務化され、法施行日から直ちに犯罪事実確認の手続を行うことができる環境を整える必要があります。また、法が施行されると、法に基づく全ての事務手続は、「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。システムの利用登録に当たって、令和８年３月５日７私第２９０８号「こども性暴力防止法に基づく今後の事務手続き及びＧビズＩＤの取得について（依頼）」において、ＧビズＩＤの取得について依頼をしたところです。
今般、こども家庭庁より、「こまもろうシステム」のアカウント発行のため、ＧビズＩＤを含む事業者情報の提出の依頼がありましたので、下記のとおりご提出くださいますようお願いいたします。

記

１　依頼内容
　　　別添「別紙１_まとめ登録様式４００００９_福岡県_学校名」のうち、「②学校設置者等」シート及び「③施設・事業所」シートの両方に必要事項を入力の上、各園につき１部提出ください。
　　　なお、「②学校設置者等」シートにおけるＧビズＩＤ等の入力項目は、学校設置者から伝えられた情報をもとに入力してください。
【別添「まとめ登録マニュアル」38～44ページ参照】
　　※ＧビズＩＤを未取得の場合は、直ちに取得の手続きを行ってください。
２　提出方法
　　　別添「４００００９_福岡県_学校名」に必要事項を入力の上、ファイル名を変更し、ファイル共有システム（下記URL）にて提出ください。
　　　※ファイル名は「別紙１_まとめ登録様式」の部分を消し、学校名を園名に変更してください。
　　　（例：４００００９_福岡県_福岡県庁幼稚園）

３　提出先
　福岡県人材育成・活躍推進部私学振興・青少年育成局私学振興課幼稚園・専修各種学校係
　URL：https://primedrive.jp/v2/sendback?key=QhOXTGVHPvq9CZssVMgsUQ

４　提出期限
　　　令和８年６月１２日（金）　※期限厳守

５　事業者情報提出後の流れ
学校設置者等におけるシステムの利用に向けた今後の具体的な流れは、以下のとおりです。
①　権限設定準備（令和８年11月～12月上旬）
・システムで設定されている権限（全ての権限／犯歴の確認ができる権限／権限の設定ができる権限／事務のみができる権限等）を、いずれの従事者に設定するかを検討する。 
【別添「まとめ登録マニュアル」14～16、49ページ参照】
②　権限設定（令和８年12月中旬にシステム暫定稼働） 
・こども家庭庁から事業者情報で登録したＧビズＩＤ （プライム）及びＧビズＩＤ（メンバー（第一管理者））のメールアドレス宛に、システムのログイン先情報が通知される。 
・学校設置者等・施設等運営者は、ＧビズＩＤ（プライム）又はＧビズＩＤ（メンバー（第一管理者））を用いて、システムにログインし、権限の設定を行う。
　【別添「まとめ登録マニュアル」49ページ参照】
③　犯罪事実確認の申請（令和８年12月25日～）
・施行日以降、システムを通じて、犯罪事実確認の申請等を行う。
　　　【別添「まとめ登録マニュアル」49ページ参照】

ＧビズＩＤの取得・まとめ登録・こども性暴力防止法関連システムについて、ご不明点等がある場合は、別添「まとめ登録マニュアル」50ページのとおりお問い合わせください。その他については、本件担当まで電子メールでお問い合わせください。
（本件担当）
　私学振興課
幼稚園・専修各種学校係　幸（ゆき）

